
議第６号議案  

羽生市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改

正する条例  

羽生市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例第７号）

の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改  正  後  改  正  前  

（定義）  （定義）  

第２条  （略）  第２条  （略）  

２～９  （略）  ２～９  （略）  

１０  この条例において「特定個人情

報」とは、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７

号。以下「番号利用法」という。）

第２条第９項に規定する特定個人情

報をいう。  

１０  この条例において「特定個人情

報」とは、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７

号。以下「番号利用法」という。）

第２条第８項に規定する特定個人情

報をいう。  

１１～１３  （略）  １１～１３  （略）  

（利用及び提供の制限）  （利用及び提供の制限）  

第１２条  （略）  第１２条  （略）  

２～４  （略）  ２～４  （略）  

５  保有特定個人情報に関しては、第

２項第２号から第４号まで及び第２９

条の規定は適用しないものとし、次

の表の左欄に掲げる規定の適用につ

いては、これらの規定中同表の中欄

に掲げる字句は、同表の右欄に掲げ

る字句とする。  

５  保有特定個人情報に関しては、第

２項第２号から第４号まで及び第２９

条の規定は適用しないものとし、次

の表の左欄に掲げる規定の適用につ

いては、これらの規定中同表の中欄

に掲げる字句は、同表の右欄に掲げ

る字句とする。  

第１２ （略）  （略）  第１２ （略）  （略）  



条第１

項～第

１２条

第２項

第１号  

第３８

条第１

項第１

号  

又 は 第

１ ２ 条

第 １ 項

及 び 第

２ 項 の

規 定 に

違 反 し

て 利 用

さ れ て

い る と

き  

第１ ２条 第 ５項

の規 定に よ り読

み替 えて 適 用す

る同 条第 １ 項及

び第 ２項 （ 第１

号に 係る 部 分に

限る 。） の 規定

に違 反し て 利用

さ れ て い る と

き、 番号 利 用法

第２ ０条 の 規定

に違 反し て 収集

され 、若 し くは

保管 され て いる

とき 、又 は 番号

利用 法第 ２ ９条

の規 定に 違 反し

て作 成さ れ た特

定個 人情 報 ファ

イル （番 号 利用

法第 ２条 第 １０

項に 規定 す る特

定個 人情 報 ファ

イル をい う 。）

に記 録さ れ てい

るとき  

第３８

条第１

項第２

号  

（略）  （略）  

 

条第１

項～第

１２条

第２項

第１号  

第３８

条第１

項第１

号  

又 は 第

１ ２ 条

第 １ 項

及 び 第

２ 項 の

規 定 に

違 反 し

て 利 用

さ れ て

い る と

き  

第１ ２条 第 ５項

の規 定に よ り読

み替 えて 適 用す

る同 条第 １ 項及

び第 ２項 （ 第１

号に 係る 部 分に

限る 。） の 規定

に違 反し て 利用

さ れ て い る と

き、 番号 利 用法

第２ ０条 の 規定

に違 反し て 収集

され 、若 し くは

保管 され て いる

とき 、又 は 番号

利用 法第 ２ ９条

の規 定に 違 反し

て作 成さ れ た特

定個 人情 報 ファ

イル （番 号 利用

法第 ２条 第 ９項

に規 定す る 特定

個人 情報 フ ァイ

ルを いう 。 ）に

記録 され て いる

とき  

第３８

条第１

項第２

号  

（略）  （略）  

 

（保有個人情報の開示義務）  （保有個人情報の開示義務）  

第２０条  議長は、開示請求があった

ときは、開示請求に係る保有個人情

報に次の各号に掲げる情報（情報公

開条例第５条第２項第１号オに規定

す る 情 報 を 除 く 。 以 下 「 不 開 示 情

第２０条  議長は、開示請求があった

ときは、開示請求に係る保有個人情

報に次の各号に掲げる情報（情報公

開条例第５条第２項第１号エに規定

す る 情 報 を 除 く 。 以 下 「 不 開 示 情



報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対

し、当該保有個人情報を開示しなけ

ればならない。  

報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対

し、当該保有個人情報を開示しなけ

ればならない。  

（１）～（５）  （略）  （１）～（５）  （略）  

  

附  則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条及び

第１２条の改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係

者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデ

ジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４６

号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。  

令和６年１２月１３日提出  

        埼玉県羽生市議会議員    川  田  真  也  

              〃       野  中  一  城  

              〃       増  田  敏  雄   

〃       柳  沢    暁   

 〃       丑久保  恒  行   

 

 


